
燃料価格高騰時における旧暫定税率の課税停止措置の概要と課題燃料価格高騰時における旧暫定税率の課税停止措置の概要と課題

民主党マニフェスト（平成21年8月衆院選）

「ガソリン税などの旧暫定税率の廃止」

燃料価格高騰時の燃料課税停止措置（トリガー条項）

○総務省の「小売物価統計調査」において、ガソリン価格

の平均が３ヵ月連続で、１リットル当たり１６０円を超えるこ

ととなった場合、ガソリン税及び軽油引取税の本則税率を

上回る部分（ガソリン税２５円１０銭、軽油引取税１７円１０

銭）の課税措置を停止する。（※軽油引取税についても、ガ

ソリン価格が指標）

○上記の課税措置が停止されている場合において、ガソリ

ン価格の平均が３ヵ月連続で、１リットル当たり１３０円を下

回ることになった場合には、ガソリン及び軽油引取税ともに

元の税率水準に戻る。

東日本大震災（平成23年3月）

税収不足により国の財政収支を悪化させ

ないため、旧暫定税率の廃止を見送り

燃料価格高騰時における旧暫定税率の課税
停止措置を設ける（平成22年4月）

本課税停止措置が発動される
と税収が大幅減
→ 震災復興に支障

課税停止措置の適用停止を盛り

込んだ震災特例法及び地方税法

附則改正案が平成23年4月に成

立。以降、凍結（適用停止）。

１．燃料の流通現場、納税・徴税の現場において混乱が生じる

税額が短期間で変わる恐れがあり、燃料の流通現場や納税・徴税の現場に大きな混乱が生じる。実際に、平成１９年度

内に歳入関連法案が成立せず、暫定税率が期限切れとなり、平成２０年４月１日から４月３０日までの１ヵ月間のみ、軽油

引取税やガソリン税の暫定税率分が課税されないこととなり、大きな混乱が生じた。

２．財源の補填措置がない

トリガー条項が発動された場合、軽油引取税だけでなくガソリン税の旧暫定税率も課税停止になるので、税収が大きく

減ることになるが（国・地方で年間１．８兆円）、その補填措置が明記されておらず、国や都道府県の財政が不安定なもの

になる。

１．概 要

２．課 題
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